
平成28年割賦販売法改正を踏まえた認定割賦販売協会としての取組みについて

１．自主規制規則の改正内容

• 加盟店調査(契約時・定期・随時)や加盟店への措置等について省令に基づき規定 • 情報漏えいや不正利用に基づく随時調査について、実務実態を参考に調査事項を例示

• 調査事項である加盟店のｾｷｭﾘﾃｨ対策基準について、実行計画※2を指針として規定 • 加盟店への技術的対策の要請(措置)について「合理的期間」や「追加措置の考え方」を例示

• 未稼働加盟店(調査前1年間取扱いがない加盟店)は定期調査を猶予できることを規定
• 苦情連携に対するｲｼｭｱへの通知について、随時調査に関する連携だけでなく、ﾏﾝｽﾘｰｸﾘｱ

方式に係る連携を努力義務として規定

• 苦情に基づく随時調査について、個別あっせんの勧誘方法調査の規定を参考に調査事項を例示 • ｲｼｭｱのJDM報告義務との関連で、JDM報告したことをｲｼｭｱに連携することを規定

２．契約締結事業者の法令遵守体制整備に向けた取組みの状況

①契約締結事業者への遵守状況調査（実地調査）の実施状況

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和4年度※

調査実施社数 50社 11社 24社 57社

うち指摘あり
社数

24社 10社 19社 48社

※1. 現「ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ番号等の適切な管理に係る自主規制規則」及び「 ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ番号等取扱契約締結事業者による加盟店調査等に係る自主規制規則」

※2. 現 「ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ・ｾｷｭﾘﾃｨｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」

⃝平成28年改正において、ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ番号等取扱契約締結事業者（以下「契約締結事業者」という。）の登録制及び適切な加盟店管理

が求められたことから、それを踏まえ、当協会において「ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ番号等の適切な管理及びｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ番号等取扱契約締結事業者による

加盟店調査等に係る自主規制規則」※1を制定。

主な規定は以下のとおり。

※令和4年度は新規参入の契約締結事業者を中心に調査を実施
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②法令遵守体制の整備に資する情報の提供

【苦情対応業務の留意点に係るリーフレット】 【遵守状況調査の主な指摘事例の公開】
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